
 

インターネットモニター調査の実施について 

 

 

＜インターネットモニター制度の概要について＞ 

 

①インターネットモニター制度とは 

 市政の各分野における課題などについて、登録していただいた方にインターネッ

トによるアンケート調査に回答してもらい、その調査結果を市の施策の企画立案な

どに活用していくもの。 

 

②設問数 

  １回のアンケートの調査項目は７問程度。 

 

③設問形式 

 原則として複数の選択肢から回答を選んでいただく形式で、調査によっては、自

由に記載する質問が加わることもある。 

 

④登録の要件 

 市内在住の満 15 歳以上の市政に関心がある方で、インターネットおよび電子メ

ールの使用が可能な方。 

 

⑤現在の登録者数 

  １,７００人以上 

 

⑥その他 

 モニター登録料は無料。メール受信料やホームページ閲覧等の通信料は登録者の

負担。 

 モニターの方には、回答に応じてポイントを差し上げ、公共施設の招待券などと

交換。 

 

 

＜千葉市地域福祉計画での利用＞ 

 

  市計画の見直しにあたっては、見直し骨子について、平成２２年２月頃にインターネ

ットモニター調査を活用する予定です。 

 


